
社援発 0330 第 5 号 

平成 24 年４月１日 

 

 

 都道府県知事  

各 指定都市市長 殿 

  中核市市 長 

 

                       

 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

 

 

 

 

障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの経営を目的として 

社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について（通知） 

 

障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）の施行に伴い、障害

者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、通所による創作的活動又は生産活動の提供及び社会との

交流の促進等を目的として地域活動支援センターが創設されたとこ

ろです。  

地域活動支援センターは、従来のいわゆる小規模作業所からの移

行によるものであり、その活動は各地域においてきめ細かい福祉活

動の展開に大きく寄与しており、その事業活動の機動性・柔軟性を

十分に活用することは、今後、地域福祉の推進を図る上で重要とな

ります。  

一方、社会福祉法人（以下「法人」という。）の重要な役割とし

て、地域社会において低所得者に対する支援、制度外のニーズへの

対応、労力・コストのかかる対象者を排除しないことなど他の法人

との比較においても社会的使命を十分発揮する必要があります。  

このため、法人の公益性を維持しながら、地域活動支援センター

の機動性・柔軟性を活用しつつ事業を実施するため、今般、地域活

動支援センターを経営する者が円滑に法人格を取得する際に、必要



な資産要件等について下記のとおり定めましたので、貴職において

適切なご配慮をお願いいたします。  

なお、本通知については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 245 条の４第１項に基づく技術的助言として発出するものです。  

また、本通知の施行をもって、「障害者に係る小規模通所授産施

設を経営する社会福祉法人に関する資産要件等について（平成 12 年

12 月 1 日障第 891 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社援第 2619

号厚生省社会援護局長通知連名通知）」は廃止するものです。  

記 

１  地域活動支援センターの経営を目的とする社会福祉法人を設立

する場合の資産要件等  

  地域活動支援センターの経営を目的として法人を設立する場合

においては、次に掲げる要件を満たしているものとすること。  

（１）基本財産については、原則として、地域活動支援センターの

用に供する不動産（以下、「施設用不動産」という。）のすべ

てについて所有権を有していること。  

   ただし、１ ,０００万円以上に相当する資産（現金、預金、

確実な有価証券又は不動産に限る。）を有している場合には、

施設用不動産について国若しくは地方公共団体から貸与若し

くは使用許可、又は国若しくは地方公共団体以外の者から貸与

を受けていても差し支えないこと。  

（２）地方公共団体又は民間社会福祉団体等からの委託又は助成を

受けているか、あるいは過去受けていた実績があるとともに、社

会福祉法人認可後において、地方公共団体からの委託又は助成が

将来にわたり継続され、地域活動支援センターが安定的・継続的

に確保されるものとして、社会福祉法人の認可を行う所管庁が認

めること。  

（３）一都道府県の区域内においてのみ事業を実施すること。  

２  地域活動支援センターを経営する事業と併せて行うことができ

る事業の範囲  

（１）１に掲げる要件を満たすものとして設立された法人は、地域

活動支援センターの経営のみを行うことを原則とするが、次に

掲げる事業については、地域活動支援センターの経営と併せて

行うことができるものとすること。  

  ①  障害児相談支援事業、一般相談支援事業又は特定相談支援

事業  



  ②  障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、同行援

護、行動援護又は重度障害者等包括支援に限る。）又は移動

支援事業  

 なお、障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）第５条に規

定する共同生活介護又は共同生活援助を地域活動支援センターの

経営と併せて行うのではなく障害者等の生活の場を提供するため

の性格を持つものであれば、上記②と③を併せて読むことにより

これを行っても差し支えないものである。  

 （２）公益事業又は収益事業については、１に掲げる要件を満た

すものとして設立された法人の財政基盤が脆弱であることに

配慮しつつ、地域福祉の推進を図る観点から、所管庁が当該法

人の行う社会福祉事業に支障がないと認めるときは、これを行

うことができるものとする。  

 

３  定款変更の認可申請  

  二以上の都道府県の区域内において事業を実施しようとする場

合、２の①～②に掲げる事業以外の事業を経営しようとする場合

その他本通知に定める資産要件等を満たさなくなるような場合は、

当該法人は、所管庁に対して遅滞なく定款の変更の認可申請を行

うものとすること。  

 

４  施行期日  

  この通知は平成２４年４月１日から施行するものとすること。  

  



参考 
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社援発 0330 第 5 号 

平成２４年４月１日 

 

 

 都道府県知事  

各 指定都市市長 殿 

  中核市市 長 

 

                       

      

 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

 

 

障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの経営を目的として 

社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について（通知） 

 

障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）の施行に伴い、障害者等が地

域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通所による

創作的活動又は生産活動の提供及び社会との交流の促進等を目的として地域活

動支援センターが創設されたところです。  

地域活動支援センターは、従来のいわゆる小規模作業所からの移行によるもの

であり、その活動は各地域においてきめ細かい福祉活動の展開に大きく寄与して

おり、その事業活動の機動性・柔軟性を十分に活用することは、今後、地域福祉

の推進を図る上で重要となります。  

一方、社会福祉法人（以下「法人」という。）の重要な役割として、地域社会

において低所得者に対する支援、制度外のニーズへの対応、労力・コストのかか

る対象者を排除しないことなど他の法人との比較においても社会的使命を十分

発揮する必要があります。  

このため、法人の公益性を維持しながら、地域活動支援センターの機動性・柔

軟性を活用しつつ事業を実施するため、今般、地域活動支援センターを経営する

者が円滑に法人各を取得する際に、必要な資産要件等について下記のとおり定め

ましたので、貴職において適切なご配慮をお願いいたします。  

なお、当該通知については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５

条の４第１項に基づく技術的助言として発出するものです。  

障 第 ８ ９ １ 号 

社 援 第 ２ ６ １ ９ 号 

平成１２年１２月１日 

 

 

 都道府県知事  

各 指定都市市長 殿 

  中核市市 長 

 

                      

厚 生 省 大 臣 官 房 障 害 保 健 福 祉 部 長 

      

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

 

 

障害者に係る小規模通所授産施設を経営する社会福祉法人に関する 

資産要件等について（通知） 

 

平成 12 年 6 月 7 日に公布された「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等

の一部を改正する等の法律」 (平成 12 年法律第 111 号 )による改正後の社会福祉

法 (昭和 26 年法律第 45 号。以下「法」という。)において、政令で定める事業に

ついては、利用者が 10 人以上であれば社会福祉事業に含まれることとなり、こ

れを受け、社会福祉法施行令 (昭和 33 年政令第 185 号 )において、以下の施設を

経営する事業が定められたところです。  

①  身体障害者福祉法 (昭和 24 年法律第 283 号 )に規定する身体障害者授産

施設を経営する事業  

②  知的障害者福祉法 (昭和 35 年法律第 37 号 )に規定する知的障害者授産施

設を経営する事業  

③  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和 25 年法律第 123 号 )に

規定する精神障害者授産施設を経営する事業  

これらの施設で利用者が 10 人以上の通所施設 (以下「小規模通所授産施設」と

いう。 )を経営する事業が社会福祉事業に含まれることとなったことにより、今

後、これらの事業を行うために社会福祉法人 (以下「法人」という。)を設立する

ことが可能となります。  

法人については、その公益性を担保し、事業経営の安定性・継続性を確保する

必要性が高いため、その設立を認可するための所要の資産要件等が定められてい



新 旧 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  地域活動支援センターの経営を目的とする社会福祉法人を設立する場合の

資産要件等  

  地域活動支援センターの経営を目的として法人を設立する場合においては、

次に掲げる要件を満たしているものとすること。  

（１）基本財産については、原則として、地域活動支援センターの用に供する

不動産（以下、「施設用不動産」という。）のすべてについて所有権を有

していること。  

   ただし、 1,000 万円以上に相当する資産（現金、預金、確実な有価証券

又は不動産に限る。）を有している場合には、施設用不動産について国若

しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可、又は国若しくは地方公共

団体以外の者から貸与を受けていても差し支えないこと。  

（２）地方公共団体又は民間社会福祉団体等からの委託又は助成を受けている  

るところです。他方、  

①  「在宅重度障害者通所援護事業費等の国庫補助について」 (昭和 63 年 5

月 25 日厚生省社第 298 号厚生事務次官通知 )の別紙「在宅重度障害者通所

援護事業費等補助金交付要綱」の別添 1「在宅重度障害者通所援護事業実

施要綱」  

②  「知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について」 (昭和 54 年 4

月 11 日厚生省発児第 67 号厚生事務次官通知 )の別紙「知的障害者通所援護

事業助成費補助金交付要綱」の別添「知的障害者通所援護事業実施要綱」  

③  精神障害者小規模作業所運営事業等助成費の国庫補助について (平成 2

年 8 月 27 日健医第 200 号厚生事務次官通知 )の別紙「精神障害者小規模作

業所運営事業等助成費補助金交付要綱」の別添 1「精神障害者小規模作業

所運営助成事業実施要綱」  

のそれぞれに基づき行われる事業 (以下「在宅障害者通所援護事業」という。 )

は、各地域においてきめ細かい福祉活動の展開に大きく寄与しており、その事業

活動の機動性・柔軟性を十分に活用することは、今後、地域福祉の推進を図る上

で重要となります。  

このため、法人の公益性を維持しながら、在宅障害者通所援護事業の機動性・

柔軟性を活用しつつ、これらの事業を行うもののうち一定の要件を備えて小規模

通所授産施設を経営する者が法人に円滑に移行できることとなるよう、今般、小

規模通所授産施設を経営する者が法人格を取得する際に必要な資産要件等につ

いて下記のとおり定めましたので、貴職において適切な御配意をお願いします。 

なお、当該通知については、地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号 )第 245 の 4

第 1 項の規定に基づく技術的助言として発出するものです。  

記  

１  小規模通所授産施設の経営を目的として法人を設立する場合の資産要件等

小規模通所授産施設の経営を目的として法人を設立する場合においては、次

に掲げる要件を満たしているものとすること。  

①  基本財産については、原則として、小規模通所授産施設の用に供する不

動産 (以下「施設用不動産」という。 )のすべてについて所有権を有してい

ること。  

ただし、1,000 万円以上に相当する資産 (現金、預金、確実な有価証券又は

不動産に限る。)を有している場合には、施設用不動産について国若しくは地

方自治体から貸与若しくは使用許可、又は国若しくは地方自治体以外の者か

ら貸与を受けていても差し支えないこと。  

②  5 年 (特定非営利活動促進法 (平成 10 年法律第 7 号 )第 2 条第 2 項に規  定

する特定非営利活動法人の場合又は当該小規模通所授産施設についてその



新 旧 

か、あるいは過去受けていた実績があるとともに、社会福祉法人認可後に

おいて、地方公共団体からの委託又は助成が将来にわたり継続され、地域

活動支援センターが安定的・継続的に確保されるものとして、社会福祉法

人の認可を行う所管庁が認めること。  

（３）一都道府県の区域内においてのみ事業を実施すること。  

 

２  地域活動支援センターを経営する事業と併せて行うことができる事業の範  

囲  

(1) 1 に掲げる要件を満たすものとして設立された法人は、地域活動支援セン

ターの経営のみを行うことを原則とするが、次に掲げる事業については、

地域活動支援センターの経営と併せて行うことができるものとすること。 

 ①  障害児相談支援事業、一般相談支援事業又は特定相談支援事業  

  

②  障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

又は重度障害者等包括支援に限る。）  

③  移動支援事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 公益事業又は収益事業については、１に掲げる要件を満たすものとして設

立された法人の財政基盤が脆弱であることに配慮しつつ、地域福祉の推進を

図る観点から、所管庁が当該法人の行う社会福祉事業に支障がないと認める

ときは、これを行うことができるものとする。  

３  定款変更の認可申請  

  二以上の都道府県の区域内において事業を実施しようとする場合、２の①～

②に掲げる事業以外の事業を経営しようとする場合その他本通知に定める資

産要件等を満たさなくなるような場合は、当該法人は、所管庁に対して遅滞な

く定款の変更の認可申請を行うものとすること。  

４  施行期日  

この通知は平成 24 年 4 月１日から施行するものとすること。  

所在地の市町村長が法人格を取得することについて推薦をした場合には 3

年 )以上にわたって、在宅障害者通所援護事業の要件に合致する事業の経営

実績を有しているとともに、地方公共団体又は民間社会福祉団体からの委

託又は助成を現に受けているか、あるいは過去に受けていたことがあるこ

と。  

③  一の都道府県の区域内においてのみ事業を実施すること。  

２  小規模通所授産施設を経営する事業と併せて行うことができる事業の範囲  

 

(1) 1 に掲げる要件を満たすものとして設立された法人は、小規模通所授産施

設の経営のみを行うことを原則とするが、次に掲げる事業については、小規

模通所授産施設の経営と併せて行うことができるものとすること。  

①  障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事

業又は精神障害者地域生活支援センターを経営する事業  

②  身体障害者デイサービス事業又は知的障害者デイサービス事業  

 

③  身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は精神障害者

居宅介護等事業  

④  当該小規模通所授産施設を利用する障害者等に対し、無料又は低額な料

金で建物を賃貸する事業  

なお、知的障害者地域生活援助事業又は精神障害者地域生活援助事業を小

規模通所授産施設の経営と併せて行うことについては、入所者の生活につい

て責任を持つような入所施設的なものでなく、障害者等の生活の場を提供す

るための性格を持つものであれば、上記③と④を併せ読むことによりこれを

行っても差し支えないものであること。  

(2) 公益事業又は収益事業については、1 に掲げる要件を満たすものとして設

立された法人の財政基盤が脆弱であることに配慮しつつ、地域福祉の推進を

図る観点から、所轄庁が当該法人の行う社会福祉事業に支障がないと認める

場合には、これを行うことができるものとすること。  

３  定款変更の認可申請  

二以上の都道府県の区域内において事業を実施しようとする場合、 2 の①

～④に掲げる事業以外の事業を経営しようとする場合その他本通知に定める

資産要件等を満たさなくなるような場合には、当該法人は、所轄庁に対して

遅滞なく定款の変更の認可申請を行うものとすること。  

4 施行期日  

この通知は平成 12 年 12 月 1 日から施行するものとすること。  

 


